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議案第５２号

藤沢市手数料条例の一部改正について

藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。

２０１６年（平成２８年）１２月１日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例

藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。

別表第５の１２の表３の項中「８００円」を「１,０００円」に改め，同表４の項

中「１,２２０円」を「１,５００円」に改める。

別表第５の１８の表１の項中「１,０００円」を「４,０００円」に，「２００円」

を「１,０００円」に改める。

別表第５の２０の表９の項中「８００円」を「１,０００円」に改め，同表１０の

項中「１,２２０円」を「１,５００円」に改める。

附 則

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，狂犬病予防等に係る事務の手数料について，その受益

と負担の適正化を図り，もって社会的公平性を確保するため，その額を改定する必

要による。


